
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】指定ごみ袋について（栗原市民の皆様へ） 

中東情勢の影響を受け、全国的に原材料の調達が不安定な状況にあります。これにより、

当市においても各販売店へ安定的に指定ごみ袋を供給することが困難となっていることか

ら、指定ごみ袋の過度なご購入はお控えいただくとともに、指定ごみ袋を購入できない場合

は、以下の対応をお願いします。 

指定ごみ袋（もやせるごみ・もやせないごみ）を購入できない場合は、中身が見

える市販の透明・半透明の袋（サイズは 45L 以下）でご家庭のごみを出すこと

ができます。（黒色などの中身の見えない袋は使用できません。） 

【実施期間】令和８年６月３０日(火)までの期間に限定 

【燃やせるごみ】「もやせるごみ」と大きく書いて出してください。 

※中身が見えない袋・他市町村の指定ごみ袋は収集いたしま

せん。 

【燃やせないごみ】「もやせないごみ」と大きく書いて出してください。 

※中身が見えない袋・他市町村の指定ごみ袋は収集いたし

ません。 

○回収します。         ×回収しません。 
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【問い合わせ先】栗原市市民生活部環境課 ０２２８－２２－３３５０ 

【参 考 サ イ ト】栗原市公式ウェブサイト「ごみの出し方」のページ 

https://www.kuriharacity.jp/w012/010/010/010/010/1235.html  
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○回収します。         ×回収しません。 


